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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の機器（１０）と第１の機器に接続された第２の機器（２０）との間での、単芯の
導線を有する伝送ライン（３２）による双方向通信システムであって、該システムは、伝
送ラインに出力される伝送信号のパルス幅変調によって第１の機器から第２の機器に向か
ってデータ（ＤＡＴＡ１、ＤＡＴＡ２）を伝送する手段（１２、２２）と、前記伝送信号
の振幅変調によって第２の機器から第１の機器に向かってデータ（ＤＡＴＡ３）を伝送す
る手段（２６、５２）とを含むシステムであり、第１の機器から第２の機器に向かってデ
ータを伝送する手段が、少なくとも１つの第１のデジタルデータ（ＤＡＴＡ１、ＤＡＴＡ
２）に応じてパルス幅変調された伝送信号を生成することのできる第１の変調器（１２）
を含み、第１の変調器は第１の機器（１０）内に位置しており、第１の変調器は、伝送信
号の高位状態（Ｔ１）と低位状態（Ｔ２）のうちの一方のパルス幅によって第１のデジタ
ルデータ（ＤＡＴＡ１）をコーディングし、伝送信号の周波数によって第２のデジタルデ
ータ（ＤＡＴＡ２）をコーディングすることができることを特徴とするシステム。
【請求項２】
　伝送手段がさらに、伝送信号から前記デジタルデータ（ＤＡＴＡ１、ＤＡＴＡ２）を抽
出することのできる第１の復調器（２２）を含み、復調器（２２）は第２の機器（２０）
内に位置していることを特徴とする、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　第１の変調器（１２）が、伝送信号の高位状態（Ｔ１）のパルス幅によって第１のデジ
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タルデータ（ＤＡＴＡ１）をコーディングすることができることを特徴とする、請求項１
に記載のシステム。
【請求項４】
　第２の機器から第１の機器に向かってデータを伝送する手段が、第３のデジタルデータ
（ＤＡＴＡ３）に応じて伝送信号の振幅を修正することのできる第２の変調器（２６）を
含み、第２の変調器（２６）は、第２の機器（２０）内に位置し、伝送手段はさらに、伝
送信号から前記第３のデジタルデータ（ＤＡＴＡ３）を抽出するための第２の復調器（５
２）を含み、第２の復調器（５２）は、第１の機器（１０）内に位置していることを特徴
とする、請求項１から３のいずれか１つに記載のシステム。
【請求項５】
　第２の変調器（２６）が、断続器を形成し第３のデジタルデータに応じて駆動される制
御トランジスタと直列に、伝送ラインの負荷抵抗（２３）を含んでいることを特徴とする
、請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　伝送信号が、伝送信号の振幅変調周波数以上の周波数を有することを特徴とする、請求
項１から５のいずれか１つに記載のシステム。
【請求項７】
　伝送信号上で伝送信号の振幅変調を同期するための同期ユニット（２４）を含む、請求
項１から６のいずれか１つに記載のシステム。
【請求項８】
　第１の機器が、電動工具（６８）、および該工具に結びつけられた遠隔給電ユニットの
うちの一方であり、第２の機器が、電動工具、および該工具に結びつけられた遠隔給電ユ
ニットのうちの他方であることを特徴とする、請求項１から７のいずれか１つに記載のシ
ステム。
【請求項９】
　第１の機器（１０）が、剪定鋏、シャー、チェーンソー、ヘッジトリマー、ブロワーお
よびブラッシュカッターの中から選択されるポータブル式電動工具であり、第２の機器（
２０）が、多芯の導線を有するケーブル（９０）によって工具に接続された遠隔給電ユニ
ットであり、ケーブルが、伝送ライン（３２）を形成する１本の導線を含むことを特徴と
する、請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　工具は、給電ユニットに制御データを伝送するために第１の変調器（１２）に接続され
た第１の制御インターフェース（６４）を有し、給電ユニットは、制御データを受信する
ために第１の復調器（２２）に接続された電子ボード（８０）を含み、電子ボードは、制
御データに応じて電動機（６８）用の少なくとも１つの供給電流を制御するように構成さ
れ、ボードはさらに、供給電流を電動機に供給するため多芯の導線を有するケーブル（９
０、９２）により電動機（８０）に接続されていることを特徴とする、請求項９に記載の
システム。
【請求項１１】
　工具（１０）の第１の制御インターフェース（６４）についての動作に対応するデータ
、および給電ユニット（２０）の第２の制御インターフェース（８４）についての動作に
対応するデータのうちの少なくとも一方を伝送するために使用される請求項１０に記載の
システム。
【請求項１２】
　多芯の導線を有するケーブル（９０）が、第１の機器（１０）の少なくとも１つの電子
ボード（６８、６３）への給電のための２本の電線（３４、３５）をさらに含むことを特
徴とする、請求項９から１１のいずれか１つに記載のシステム。
【請求項１３】
　多芯の導線を有するケーブル（９０）が、電動機への給電用の３本の導線（９２）をさ
らに含むことを特徴とする、請求項９から１２のいずれか１つに記載のシステム。
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【請求項１４】
　剪定鋏と剪定鋏用給電ユニットとの間の信号交換を目的とし、第１のインターフェース
（６４）が、剪定鋏の刃（６６）の移動振幅制御および刃の移動方向制御のうちの少なく
とも一方の制御のデータ収集を行うように構成されており、第２のインターフェース（８
４）は、電圧印加制御および剪定鋏の作動モードの変更制御のうちの少なくとも一方のデ
ータ収集を行うように構成されていることを特徴とする、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１５】
　第１の機器（１０）と、第１の機器に接続された第２の機器（２０）との間での、単芯
の導線を有する伝送ライン（３２）による通信方法であって、伝送ラインに出力される伝
送信号のパルス幅によるデータ（ＤＡＴＡ１、ＤＡＴＡ２）を第１の機器（１０）から第
２の機器（２０）に向かって伝送し、前記伝送信号の振幅変調によって第２の機器（２０
）から第１の機器（１０）に向かってデータを伝送し、さらに、伝送信号の周波数による
データ（ＤＡＴＡ２）を第１の機器（１０）から第２の機器（２０）に向かって伝送する
ことを特徴とする方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有線で接続された２つの機器間での信号交換による、双方向および同時通信
システムならびに方法に関する。本発明は、特に工具、詳細には遠隔給電の備わった自律
式ポータブル電動工具に応用される。この場合、工具は機器の一方を構成し、給電ユニッ
トが第２の機器を構成する。
【０００２】
　本発明は、異なる利用分野、詳細には建設、緑地の維持、ブドウ栽培、樹木栽培および
園芸の分野におけるポータブル式電動工具に対して実施可能である。本発明は、自律性が
高く高出力の給電を備えた業務用工具に特に有用である。本発明の極めて特定的な利用分
野は、剪定または収穫作業用の手持ち式で遠隔給電付きの電気剪定鋏に関係する。
【０００３】
　最後に、本発明は、異なる電動工具に接続され得る汎用給電ユニットに応用される。
【背景技術】
【０００４】
　電話網などの電気接続ケーブルを用いる規格化された双方向および同時通信システム、
ならびにＲＳ２３２、ＵＳＢまたはＣＡＮなどの情報処理または産業において利用される
システムは公知である。これらの異なるシステムの同時通信は、接続用電気ケーブルの少
なくとも２本の電線を介して伝送される。
【０００５】
　本発明は、概して、あらゆる双方向および同時通信システムに適用可能であるものの、
現状技術は、電動工具とその給電の間の通信ニーズが増々増大しつつある電動工具類の分
野、特に遠隔給電を有する電動工具におけるその主な利用を基準にして説明されている。
【０００６】
　遠隔給電とは、工具の本体内にも工具に直接連結されたケース内にも位置しない給電の
ことである。遠隔給電は、電気ケーブルを用いて工具に接続されている。典型的には、遠
隔給電式工具は、ベルトまたは背中に担持され得る給電ユニットを利用できる。ケーブル
の長さは可変的であるが、給電ユニットを手に持った工具に接続するのに充分なものであ
る。
【０００７】
　仏国特許発明第２８６２５５８号明細書および仏国特許出願公開第２０３３７４２号明
細書から、遠隔給電を備えた自律式のポータブル工具が公知である。
【０００８】
　複数の導線を有する電気ケーブルが、給電ユニットと工具を接続する。ケーブルは、工
具の電動機に給電するための電線を含む。これは例えば、三相電動機の給電のための３本
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の電線である。同様にケーブルは、工具の電子ボードまたは電子コンポーネントに給電す
るための電線も含むことができる。最後に、ケーブルは、工具とエネルギー供給ユニット
の間の情報交換のための１本または複数の電線を含むことができる。
【０００９】
　工具は、給電ユニットと全く同様に、工具の機能の管理、ユーザー制御の管理、エネル
ギー使用の管理、接続された機器間の相互識別などを目的として、電子ボードを備えるこ
とができる。工具およびバッテリの作動を良好に調整させるため、これらの電子ボードは
、概してデジタルデータの形で情報を相互に交換するための通信インターフェースを含む
。
【００１０】
　工具類の進化およびその改良は、交換されるデータ量の増加傾向を伴う。
【００１１】
　データ交換に対する制限要因は、ケーブル内で利用可能な電線または導線の数に関係す
る。ところが、優れた可撓性および高い信頼性が保たれるようにするため、ケーブルは制
限された数の電線しか含まないことが好ましい。こうして、信号交換に割当てることので
きる電線の数は削減される。これは、特に単芯であることが考えられる。しかしながらこ
の単芯は、現状技術においては同時ではなく逐次的な通信しか可能にしない。
【００１２】
　少なくとも一部の工具について、工具から給電ユニットに向かっておよび給電ユニット
から工具に向かって情報を同時に伝送できる必要があることに第２の問題点が存在する。
これは、優先的に伝送される必要のあるセキュリティデータにとって極めて重要である。
【００１３】
　最後の問題点は、伝送される信号の電磁擾乱に関係する。このような擾乱は、本発明の
利用分野の如何に関わらず遭遇する可能性のある問題である。しかしながらこれは、電動
機の位相の切替え、そしてより一般的にはその作動に固有の擾乱を理由として、電動工具
の分野においては重大な問題である。
【００１４】
　単芯の導線上での情報の通信のためには、複数のタイプの接続を企図することができる
。アナログ接続は、単純な方法で情報を伝送するための公知の最も古い方法である。これ
は極めて堅固で、電磁擾乱に対する感応性が低い可能性があるが、それは低い通過帯域の
場合だけであり、そのとき、伝送される情報の重大な改変無く擾乱を容易にろ過すること
ができる。しかしながらアナログ接続は、一方では高い通過帯域および電磁擾乱の存在を
伴う情報伝送のみならず、工具から給電ユニットに向かっておよびその逆での情報の同時
伝送にも適していない。
【００１５】
　例えばＵＡＲＴ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ａｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　Ｒｅｃｅｉｖｅｒ
　Ｔｒａｎｓｍｉｔｔｅｒ（汎用非同期送受信回路））タイプのシリアルデジタル接続が
、例えば個別のコンピュータの分野において、コンピュータのシリアルポートからライン
上でビット毎に情報を伝送するために一般的に使用されている。この接続には、アナログ
接続に比べて独立性のある複数の情報を伝送できるという利点があるが、単芯の導線上で
の同時双方向通信を可能にするものではない。
【００１６】
　ＰＷＭ（Ｐｕｌｓｅ　Ｗｉｄｔｈ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ（パルス幅変調））またはフ
ランス語のＭＬＩ（Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｄｅ　Ｌａｒｇｅｕｒ　ｄ’Ｉｍｐｕｌｓｉ
ｏｎ）の呼称で知られている別のタイプのシリアル接続は、定周波数で論理信号を生成す
るという原理のものであるが、そのデューティ比は、伝送したいアナログ値に応じてデジ
タル制御される。これは、高い通過帯域の場合の電磁擾乱に対する優れた堅固性を有しな
がら、アナログ接続の単純さを活用する。しかしながらこれは、その作動原理自体からみ
て、ＵＡＲＴタイプのデジタルシリアル接続の精度を可能にするものではない。ＵＡＲＴ
タイプまたはアナログタイプの接続と同様にＰＷＭ接続もまた、単芯の導線上での同時双
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方向通信を可能にしない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１７】
【特許文献１】仏国特許発明第２８６２５５８号明細書
【特許文献２】仏国特許出願公開第２０３３７４２号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　本発明は、以上で言及したシステムの制限を有していない双方向通信のシステムならび
に方法を提案することを目的とする。詳細には本発明は、大量のデータを伝送することが
できかつ２つの機器間でデータを同時に伝送することのできる、電磁擾乱に対する優れた
不感性を有する通信接続を提供することを目的とする。
【００１９】
　要するに、本発明は、ポータブル式電動工具とこの工具に結びつけられた遠隔給電ユニ
ットの間の通信に適応されたこのようなシステムを提供することを目的とする。詳細には
目的は、単芯の導線を有するデータ伝送ラインでの通信に適応されたシステムを提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　これらの目的および明細書中に記載の他の目的を達成するため、本発明は、第１の機器
と第１の機器に接続された第２の機器との間での、単芯の導線を有する伝送ラインによる
双方向通信システムを提案するものであり、該システムは、伝送ラインに出力される伝送
信号のパルス幅変調によって第１の機器から第２の機器に向かってデータを伝送する手段
と、前記伝送信号の振幅変調によって第２の機器から第１の機器に向かってデータを伝送
する手段とを含むシステムであって、第１の機器から第２の機器に向かってデータを伝送
する手段が、少なくとも１つの第１のデジタルデータに応じてパルス幅変調された伝送信
号を生成することのできる第１の変調器を含み、第１の変調器は第１の機器内に位置して
いるものである。本発明によると、第１の変調器は、伝送信号の高位状態と低位状態のう
ちの一方の幅変調によって第１のデジタルデータをコーディングし、伝送信号の周期変調
または周波数変調それぞれによって第２のデジタルデータをコーディングすることができ
る。
【００２１】
　単芯の導線を有する伝送ラインとは、第１および第２の機器間で同時かつ双方向であり
得る通信のために単芯の導線が使用され、この単芯の導線がこの双方向通信に十分なもの
である伝送ラインを意味する。ただし、これは第１および第２の機器間の他の導線または
電線の有無を判断させるものではない。詳細には、複数の伝送ラインを有する通信システ
ムを企図することができる。
【００２２】
　本発明によって、双方向通信は実際、伝送ラインの同一の電線または同一の導線上で同
時のものとなり得る。信号のパルス幅、周波数または周期は、第１の機器から第２の機器
に向かうデータ伝送のために変調される。しかし、同時に、第２の機器から第１の機器に
向かうデータ伝送のために、信号の振幅を変調させることもできる。
【００２３】
　本発明の通信システムの通信は、第１の機器から第２の機器に向かうデータ転送につい
ては、ＰＷＭタイプの接続と類似している。この通信は、第２の機器から第１の機器に向
かうデータ転送については、ＵＡＲＴタイプの接続と類似している。
【００２４】
　第１の機器から第２の機器に向かうデータの伝送は、第２の機器から第１の機器に向か
って伝送されるデータの存在に依存しない。実際、第２の機器から第１の機器に向かって
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伝送されるデータが不在である場合、伝送信号は単に振幅が変調されないだけである。
【００２５】
　同様に、第２の機器は伝送信号を用いてその振幅を変調するものの、第２の機器から第
１の機器に向かうデータ伝送は、第１の機器から第２の機器に向かうデータ伝送に依存し
ない。実際、第１の機器は、伝送すべきデータが無い場合、変調されない伝送信号を生成
するように構成され得る。例えば、これは、連続する高位および低位状態の幅が一定であ
る固定信号である。このとき、この信号は、振幅変調のためおよび第２の機器から第１の
機器に向かう通信の同期のために使用される。
【００２６】
　以上で指摘したように、第１の機器から第２の機器に向かってデータを伝送する手段は
、少なくとも１つの第１のデジタルデータに応じてパルス幅変調された伝送信号を生成す
ることのできる第１の変調器を含み、第１の変調器は第１の機器内に位置している。伝送
手段はさらに、伝送信号から前記デジタルデータを抽出することのできる第１の復調器を
含み、復調器は第２の機器内に位置している。
【００２７】
　有利にも、第１の変調器は、伝送信号上の２つの情報を同時にコーディングするように
設計され得る。例えば、第１の変調器は、伝送信号のパルスの高位状態上に第１のデジタ
ルデータをコーディングするため、かつ伝送信号のパルスの低位状態上に第２のデジタル
データをコーディングするために設計され得る。この場合、高位状態の持続時間および低
位状態の持続時間は、第１および第２のデータに対応し得る。
【００２８】
　その上、第１の変調器は、伝送信号の高位状態および低位状態のうちの一方に第１のデ
ジタルデータをコーディングするため、および伝送信号の変調の周期または周波数上それ
ぞれに第２のデジタルデータをコーディングするために設計されている。換言すると、変
調の周期の持続時間または周波数の値は、伝送すべきデータの値に相関され得る。一例と
して、変調周期または周波数の第１の値は、第１の状態を反映するデータに対応すること
ができ、変調周期または周波数の第２の値は、第２の状態を反映するデータに対応し得る
。
【００２９】
　変調周期上にデータをコーディングすることは、伝送信号の変調周波数上にデータをコ
ーディングすることに立ち戻るということを指摘しておくことが適切である。異なる複数
の変調周波数には、伝送すべき複数の異なるデータか、または同じデータの複数の値が対
応し得る。
【００３０】
　伝送信号の変調周期とは、信号の高位状態とそれに続く低位状態とで形成される１回の
交番の持続時間のことである。変調周波数は、変調周期の逆数である。
【００３１】
　また、「第１のデータ」および「第２のデータ」なる表現は、交換される異なるデータ
を区別することを目的とし、データが単一であることを意味しない。変調器は多くのデー
タを伝送することが了解されている。こうして、第１および第２のデータは、データスト
リームとして理解され得る。
【００３２】
　第２の機器から第１の機器に向かってデータを伝送する手段は、第３のデジタルデータ
に応じて伝送信号の振幅を修正することのできる第２の変調器を含むことができる。第２
の変調器は、第２の機器内に位置する。この場合、伝送信号の第３のデジタルデータを抽
出するための第２の復調器が備えられ、第２の復調器は、第１の機器内に位置している。
【００３３】
　「第１のデータ」および「第２のデータ」なる表現にならって、「第３のデータ」なる
表現は、必ずしも単一のデータを意味せず、むしろデータストリームを意味する。
【００３４】
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　第２の変調器の特定の実施形態において、この第２の変調器は、第１および第２のデー
タの信号と同期され第３のデジタルデータに応じて駆動される、例えばトランジスタなど
の制御用断続器と直列に負荷抵抗を含むことができる。この負荷抵抗は、伝送ラインに接
続されて、その負荷を修正する。断続器が閉じられているかまたは開放されているかによ
って、負荷抵抗は、例えばアース電圧などの基準電圧に接続された状態またはされていな
い状態にある。負荷抵抗が基準電圧に接続されている場合、すなわち断続器が閉鎖されて
いる場合、負荷抵抗は伝送ラインの抵抗と直列状態にある。負荷抵抗は、この直列抵抗と
共に、伝送信号を減衰させる分配器ブリッジを形成する。断続器が開放されている場合、
負荷抵抗は浮動的であり、伝送信号を減衰させない。
【００３５】
　好ましくは、第１の機器から第２の機器に向かう伝送信号の可変的であり得る周波数は
、その振幅変調周波数以上である。
【００３６】
　一方、伝送信号の振幅変調は、伝送信号上で同期され得る。詳細には、振幅変調は、伝
送信号の立ち上がりエッジまたは立ち下がりエッジ上で同期され得る。
【００３７】
　電磁擾乱に対する通信システムの不感性を増強するために、この通信システムは、伝送
ラインに接続された低域通過型フィルターを含み得る。フィルターの遮断周波数は、好ま
しくは、伝送信号の周波数を上回るように、そして除去すべき電磁擾乱についての標的周
波数よりも低くなるように調整される。
【００３８】
　本発明の特定の利用分野、すなわち工具類の分野において、第１の機器は、電動工具、
および該工具に結びつけられた遠隔給電ユニットのうちの一方であり得る。この場合、第
２の機器は、電動工具、および該工具に結びつけられた遠隔給電ユニットのうちの他方で
ある。
【００３９】
　工具から給電ユニットに向かう制御は概して、それが工具の作動またはセキュリティ機
能に関するものであるかぎりにおいて、優先的かつ高速の制御である。逆に、給電ユニッ
トから工具に向かう制御は概して、より優先度の低い、またはより低速のものである。こ
うして、工具から給電ユニットに向かうデータの転送のためには振幅の幅変調により通信
を割り当て、給電ユニットから工具に向かうデータの転送のためには振幅の変調によって
通信を割り当てることが好ましい。
【００４０】
　本発明の特定の一利用分野において、第１の機器は好ましくは、剪定鋏、シャー、チェ
ーンソー、ヘッジトリマー、ブロワーおよびブラッシュカッターの中から選択されるポー
タブル式電動工具であり得る。第２の機器はこのとき、多芯の導線を有するケーブルによ
って工具に接続された遠隔給電ユニットである。ケーブルは、特に伝送ラインを形成する
単芯の導線を含む。給電ユニットは、所与の工具に特定的であり得るか、または異なる工
具に適応され得る。
【００４１】
　特定の一構成において、工具は、工具から給電ユニットに向って制御データを伝送する
ために第１の変調器に接続された第１の制御インターフェースを有し得る。第１のインタ
ーフェースは、例えばトリガまたはハンドルを含む。給電ユニットは、制御データ、温度
などの他のパラメータ、あるいはディスプレイまたは音響警報装置を介してユーザーに向
けられる工具の作動構成などの情報に応じて、例えば電動機の供給電流などを制御するた
めの電子ボードを含むことができる。電子ボードは、この目的で、工具の制御データを受
信するために第１の復調器に接続される。工具が電気剪定鋏である特殊なケースにおいて
、電子ボードは、対応する供給電流を電動機に供給するため、多芯の導線を有するケーブ
ルによって同様に電動機に接続される。
【００４２】
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　このような構成においては、ケーブルは、例えば信号の伝送ライン、第１の制御インタ
ーフェースの給電用の２本の電線、および電動機の給電用の電線を含む。三相電動機の場
合には、３本の給電用電線がこれに相当する。
【００４３】
　工具と全く同様に、給電ユニットにも制御インターフェースが備えられ得る。工具およ
び給電ユニットには、シグナリングインターフェースが同様に備えられ得る。シグナリン
グインターフェースは、標示灯または音響インジケータを含むことができる。
【００４４】
　こうして通信システムは、シグナリングインターフェース向けのシグナリングデータま
たは状態データを伝送するためにも使用可能である。通信システムは、例えば、給電ユニ
ットの充電状態、給電ユニットまたは工具の温度、工具の摩耗状態またはメンテナンス情
報、工具の作動モード、切断機構の固定状況、さらには工具のセキュリティ設定値を反映
するデータを伝送することができる。
【００４５】
　典型的には、剪定鋏と剪定鋏の給電ユニットとの間の通信のための本発明の応用におい
て、第１のインターフェース、例えばトリガを、可動刃の移動振幅制御および刃の移動方
向制御のうちの少なくとも一方の制御のデータ収集を行うように構成することができる。
給電ユニットの第２のインターフェースは、剪定鋏の電圧印加制御および作動モード変更
制御のうちの少なくとも一方の制御のデータ収集を行うように構成され得る。
【００４６】
　作動モードの変更は、詳細には刃の運動に関係し得る。詳細にはこれは、刃の比例する
運動または急激な閉鎖運動である。作動モードは同様に、刃の最大開度設定値、すなわち
固定刃との関係における可動刃の最大枢動幅の選択を決定することができる。
【００４７】
　本発明はまた、第１の機器と、第１の機器に接続された第２の機器との間での、単芯の
導線を有する伝送ラインによる通信方法にも関する。この方法によると、伝送ラインに出
力される伝送信号のパルス幅変調によっておよび伝送信号の周波数変調によって、第１の
機器から第２の機器に向かってデータを伝送する。前記伝送信号の振幅変調によって、第
２の機器から第１の機器に向かってもデータを同様に伝送する。
【００４８】
　第２の機器から第１の機器に向かうデータの伝送は、第１の機器から第２の機器に向か
うデータの伝送と同時に行うことが可能である。
【００４９】
　この周期は、パルスの高位状態と低位状態により形成されることから、伝送信号の周波
数変調は、信号の周期を変調することになる。
【００５０】
　本発明の他の特徴および利点は、図面の図を参照して以下の説明から明らかになる。こ
の説明は、限定的ではなく純粋に例示的なものとして提供されている。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明に係る２つの機器間の双方向通信システムの概略的表現である。
【図２】図１の通信システムの変調器によって生成される伝送信号の一例のグラフ表現で
ある。
【図３】伝送すべき第３のデータに対応するデジタル信号のグラフ表現である。
【図４】図３の信号に応じた図２の伝送信号の振幅変調の一例を示す。
【図５】図１の通信システムの一変形形態の概略的表現である。
【図６】図５の通信システムの変調器によって生成される信号の概略的表現である。
【図７】図６の信号を変調するために使用される伝送すべきデータに対応するデジタル信
号のグラフ表現である。
【図８】遠隔給電付き電気剪定鋏に応用された、本発明に係る通信システムの概略的表現
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である。
【発明を実施するための形態】
【００５２】
　以下の説明において、異なる図の同一のまたは類似の部分は、同じ参照番号が付番され
ている。
【００５３】
　図１の通信システムは、多芯の導線を有するケーブルによって接続された、第１の機器
１０と第２の機器２０を含む。このケーブルは、信号の伝送ラインを構成する導線３２を
含む。ケーブルは、第１および第２の機器１０、２０の電子ボード用の給電用電線３４、
３５を同様に含むことができる。これらの給電用電線は、図１に詳しく表現されていない
。参照番号３４および３５は、単純に、例えば５ボルトなどの直流供給電圧Ｖｃｃおよび
例えば０ボルトなどの基準（アース）電圧の端子を表わす。各機器は、変調器と復調器を
含む。
【００５４】
　第１の機器１０は、信号伝送ライン３２に接続された出力を有する第１の変調器１２を
含む。図１の例において、第１の変調器は、直列抵抗１３を介して伝送ラインに接続され
ている。伝送ライン３２は同様に、第２の機器２０の第１の復調器２２にも接続されてい
る。
【００５５】
　第１の変調器１２は、伝送すべきデータの２つの入力を有する。第１の入力１４は、第
１の伝送すべきデータを受信する。例示された実施例において、第１のデータは、電動機
の速度設定値に対応するデジタルデータＤＡＴＡ１である。設定値は、例えば１～７００
である。
【００５６】
　変調器は、このデータを図２の表現に対応する伝送信号に変換する。図２は、縦座標に
、時間との関係における信号の振幅を示す。時間は横座標に示されている。図２は、信号
が、速度設定値に対応する幅すなわち持続時間をもつ第１の高位状態Ｔ１との交番を有す
ることを示している。より厳密には、高位状態Ｔ１の幅、したがってその持続時間は、タ
イミングクロック１８により提供される単位持続時間を速度設定値に乗じた積に対応する
。タイミングクロックのパルスは、図２の上部部分に示されている。タイミング周波数と
信号の変調周波数の間の差異が大きいことから、タイミングクロックのパルスは、自由な
時間スケールで示される。
【００５７】
　例えば、１ＭＨｚの周波数および１ｋＨｚのＰＷＭ周波数でタイミングされたクロック
については、２５０のデジタル値ＤＡＴＡ１が、２５０マイクロ秒に等しい持続時間をも
つ高位状態Ｔ１に変換され得る。高位状態には低位状態Ｔ２が後続し、このときこの低位
状態Ｔ２は、７５０マイクロ秒の持続時間を有する。パルス幅変調周波数が１．１ｋＨｚ
である場合、データＤＡＴＡ１に対応する高位状態Ｔ１の持続時間は、相変わらず２５０
マイクロ秒である。これに対し、低位状態Ｔ２の持続時間はこの場合６５９マイクロ秒に
短縮される。実際、より高い周波数のため、ひと続きの高位状態と低位状態で形成される
周期はより短くなる。この周期は実際、１ｋＨｚのＰＷＭ周波数の場合１０００マイクロ
秒であり、１．１ｋＨｚのＰＷＭ周波数の場合、９０９マイクロ秒である。
【００５８】
　図１に戻ると、第１の変調器１２が、第２のデータＤＡＴＡ２が入力される第２の入力
１６を有することが分かる。これは、例示されている実施例においては、０または１の２
つの値しか取ることのできない２進デジタルデータである。データＤＡＴＡ２は、例えば
、電動機の回転方向を反映する。電気剪定鋏に対する本発明の特定の利用分野においては
、この制御は例えば、固定刃との関係における可動刃の開放または閉鎖運動に対応し得る
。
【００５９】
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　入力１６ひいては、設定値ＤＡＴＡ２は、例えば１ｋＨｚの振動周波数Ｆ１を出力する
発振器４２、または例えば１．１ｋＨｚの振動周波数Ｆ２を出力する発振器４４を変調器
に接続することのできる電子スイッチ１７に入力される。信号ＤＡＴＡ２から変動させら
れる振動設定値を有する唯一の発振器によって、発振器４２および４４を置換することが
可能であることを指摘しておくのが適切である。
【００６０】
　第１の変調器１２は、伝送信号の周波数または周期を修正するために、値ＤＡＴＡ２に
応じて発振器４２および４４の一方の設定値を使用する。
【００６１】
　図２を見れば分かるように、高位状態Ｔ１と低位状態Ｔ２とを含む第１の交番の周期は
１／Ｆ１である。これは、変調器によって生成された信号の第１の交番が周波数Ｆ１にあ
ることを意味している。第２の交番は、高位状態Ｔ１とは異なる幅の高位状態Ｔ３、およ
び低位状態Ｔ４を含む。この交番は、この実施例において、周波数Ｆ２および周期１／Ｆ
２を有する。こうして、第１の変調器によって、２つの情報を、第１の機器１０から第２
の機器２０まで同時に伝送することが可能になる。情報の一つは、高位状態の幅または持
続時間にコーディングされ、第２の情報は、信号の周波数にコーディングされる。
【００６２】
　図２の場合において、第１の速度設定値（Ｔ１）は例えば刃の開放（Ｆ１）のために伝
送され、第２の速度設定値（Ｔ３）は、刃の閉鎖（Ｆ２）のために伝送される。
【００６３】
　例えば周波数Ｆ１などの同じ周波数で、複数の連続する高位状態を伝送できることを指
摘することができる。実際、周波数Ｆ１は、信号ＤＡＴＡ２がその考えられる値の１つ、
例えば値１にあるかぎり維持される。この周波数は、この場合は０であるその第２の値に
ついてＦ２へと移行する。さらに、第１の情報またはデータＤＡＴＡ１を、信号の高位状
態の幅上にではなく、低位状態の幅または持続時間上にコーディングすることが可能であ
る、ということも指摘することができる。最後に、スイッチ１７は、より大きい周波数範
囲（２より大きい）のうちの１つの周波数を選択するように設計され得る、ということを
指摘することができる。これによって、刃の移動方向に加えて、電動機の電流の制限設定
値、セキュリティ設定値などの他の情報をコーディングすることが可能となる。より大き
い周波数範囲はまた、単に２進のデータよりも複雑なデータＤＡＴＡ２をコーディングす
ることをも可能にする。例えば、オクテット上にデータＤＡＴＡ２をコーディングするこ
とが可能である。別の可能性によると、さらに、各々それぞれに高位状態での値および低
位状態での値を有する全く異なる複数のデータを伝送することも可能である。これは、例
えば、作動または停止状態のデータ、あるいは標示灯の点灯または消灯データである。
【００６４】
　図１に戻ると、伝送信号は第１の復調器２２の１つの入力２１で受信されることを指摘
することができる。第１の復調器２２は、第２の機器２０のタイミングクロック２８に接
続されている。第２の機器のタイミングクロック２８は、第１の機器１０のクロック１８
と必ずしも同期されている必要はないが、好ましくは同じタイミング周波数を有する。第
２のタイミングクロック２８の周波数は、例えば１ＭＨｚである。復調器２２は、その入
力２１に入力された信号の高位状態中の第２のクロック２８のパルス数を計数することに
よって、高位状態の幅つまりその持続時間を決定するように設計され得る。クロックパル
スの計数の始点と終点は、例えばパルスの立ち上がりエッジおよび立ち下がりエッジによ
って与えられる。
【００６５】
　高位状態Ｔ１は、第１のクロック１８のパルス数を値ＤＡＴＡ１に乗じた積に対応する
持続時間を有する。こうして、計数によって、このように復元される値ＤＡＴＡ１が設定
される。値の復元は、２つのクロックが同じ周波数でタイミングされているためになお一
層容易であることが分かる。
【００６６】
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　電磁擾乱または信号のフィルタリングに起因する信号の変化は、高位状態の持続時間に
わずかに影響を及ぼす可能性がある。これに対して、この変化は、いくつかのクロックパ
ルス上で、値ＤＡＴＡ１に極くわずかしか影響を及ぼさない。伝送されたデータの値は、
タイミングクロック１８、２８の周波数が、ここではＦ１またはＦ２である信号の変調周
波数に比べて高くなればなるほど、受ける影響が少なくなる。
【００６７】
　復調器は同様に、高位状態と低位状態の交番、つまりＴ１＋Ｔ２またはＴ３＋Ｔ４に対
応するタイミングクロックのパルス数を計数することによって、信号の周期１／Ｆ１また
は１／Ｆ２ひいては周波数Ｆ１およびＦ２を決定することもできる。これにより、第２の
データＤＡＴＡ２を復元することが可能になる。このとき、パルスの計数は、パルスの１
つの立ち上がりエッジと次の立ち上がりエッジの間で行うことができる。
【００６８】
　データＤＡＴＡ１およびＤＡＴＡ２は、第２の機器２０の電子ボードまたはマイクロプ
ロセッサーに向かって送信され得る。
【００６９】
　図１に表わされていない電子ボードまたはマイクロプロセッサーは同様に、データを生
成することもできる。これは、例えば、第２の機器２０から第１の機器１０に向かって伝
送されなければならない第３のデータまたは情報ＤＡＴＡ３である。例示された実施例に
おいて、データＤＡＴＡ３は、図３によって表わされているシリアル信号に対応する２進
値１１００である。図３の信号は、値０に対応する２つの低位状態が後続する、縦座標に
表示された値１に対応する２つの高位状態を有する。
【００７０】
　第３のデータＤＡＴＡ３は、同期ユニット２４を介して、第２の変調器２６の入力に入
力される。第２の変調器２６は、第２の機器２０の一部を成す。
【００７１】
　データＤＡＴＡ３を反映する図３の信号は、より厳密には、第２の変調器２６の断続器
を形成するトランジスタのグリッドまたはベースに入力される。
【００７２】
　図３上では、データＤＡＴＡ３に対応する信号が伝送信号上で同期されていることを指
摘することができる。例えば、これは、伝送信号の立ち上がりエッジ上、すなわち低位状
態から高位状態への移行部上で同期される。同期は、第１の復調器２２によってタイミン
グされた同期ユニット２４によって実施される。
【００７３】
　こうして値１について、つまり、図３の信号の高位状態について、トランジスタは、開
放状態にあり、伝送信号は影響されない。これに対して、値０について、トランジスタは
導体になり、負荷抵抗２３を介して伝送ライン３２をアース３５に接続する。負荷抵抗２
３は、以上で言及した直列抵抗１３と共に分配ブリッジを形成し、このときこのブリッジ
は伝送ライン上に存在する信号を減衰させる。
【００７４】
　減衰された伝送信号は、同様に、第１の復調器２２の入力２１上にもある。ただし、減
衰は、高位状態Ｔ１およびＴ３の幅にも持続時間にも影響を及ぼさない。さらに、減衰が
低位状態Ｔ２、Ｔ４の幅に影響を及ぼすこともない。要するに、伝送信号の減衰は、その
周波数Ｆ１、Ｆ２にもその周期にも影響を及ぼさない。減衰はこうして、第１の復調器２
２にとってユーザーが動作を意識しなくてよいものである。
【００７５】
　第２の変調器のトランジスタの状態に応じて、伝送信号は、最大電圧、例えば供給電圧
Ｖｃｃでの高位状態、および減衰した電圧での高位状態を示すことができる。減衰した電
圧は、例えばＶｃｃ＊Ｒ２／（Ｒ１＋Ｒ２）に等しい電圧であり、ここでＲ１およびＲ２
はそれぞれ、直列抵抗１３および負荷抵抗２３の値である。低位状態は、それが０ボルト
の基準電圧（アース）に対応する場合、減衰されない。これに対し、低位状態の電圧がゼ
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ロではない場合、それらは同様に減衰される。
【００７６】
　このような伝送信号は、図４に表わされており、この図は、縦座標に高位状態の振幅を
表示し横座標に時間を表示する。図４の信号もまた、あらゆる振幅変調から解放されてい
る図２の信号と同様に、パルス幅および周波数が変調されていることが分かる。
【００７７】
　伝送ライン３２はさらに、第１の機器１０の第２の復調器５２の入力５１に接続される
。この第２の復調器は、閾値の比較器の形をしている。
【００７８】
　閾値比較器は、好ましくは、伝送信号の高位状態の非減衰値と高位状態の減衰値の間に
含まれる閾値を有する。上述の例を参照すると、閾値は、Ｖｃｃ＊Ｒ２／（Ｒ１＋Ｒ２）
とＶｃｃの間の中間値に固定され得る。比較器の閾値は、給電電圧とアースの間の分配ブ
リッジを形成する抵抗５３および５４によって定められる。この閾値は、Ｖｃｃ＊Ｒ４／
（Ｒ３＋Ｒ４）に等しく、ここでＲ３およびＲ４は、抵抗５３および５４の値である。
【００７９】
　こうして、復調器は、伝送信号が閾値を上回る場合に値１を出力し、これは減衰してい
ない高位状態に対応し、伝送信号が閾値を下回る場合には値０を出力し、これは減衰した
高位状態そして場合によっては、中間の低位状態に対応する。
【００８０】
　こうして、復調器は、伝送信号を図３の信号に比較し得る信号に変換し、この信号から
デジタルデータＤＡＴＡ３を抽出することが可能である。
【００８１】
　信号は、例示されている実施例において、２つの高位状態とそれに続く２つの低位状態
に対応し、１１００に等しい値ＤＡＴＡ３を表示する。この値は、第１の機器の電子ボー
ドまたはマイクロプロセッサー（図１には図示せず）に伝送される。
【００８２】
　図２および４を参照して説明された実施例において、伝送信号の振幅変調の周波数が伝
送信号の周波数に等しいことが観察できる。これは、特に同期モードに起因するものであ
る。振幅変調周波数は、同様に、伝送信号の周波数より低く、ただし常にこの伝送信号に
同期されたものとして選択することが可能である。
【００８３】
　図５は、通信システムの別の考えられる実施形態を示す。図５のシステムは、概して、
図１のシステムと同じ作動を呈する。対応する構成要素は、同じ参照番号が付され、これ
らの構成要素に関しては先行する説明を参照することができる。
【００８４】
　ただし、図１のシステムとは異なり、第２のデータＤＡＴＡ２は、伝送信号のための特
別な周波数の選択を指図するためには使用されない。
【００８５】
　その反面、第２のデータＤＡＴＡ２は、第１の変調器１２の第２の入力１６に入力され
る。第１のデータＤＡＴＡ１は、常に、変調器の第１の入力１４に入力される。
【００８６】
　第１の変調器１２は、パルスの高位状態の幅、すなわち持続時間を制御するために、デ
ータの一方、例えばＤＡＴＡ１を使用し、伝送信号の同じ周期上でパルスの低位状態の幅
、すなわち持続時間を制御するために他方のデータＤＡＴＡ２を使用する。
【００８７】
　第１の変調器１２は、タイミングクロック１８により調節される。こうして、高位状態
または低位状態の持続時間は、タイミング周期の倍数である。例えば前述の通り、高位状
態の持続時間は、Ｔ１＝ＤＡＴＡ１＊ＣＬＫ、そして低位状態の持続時間はＴ２＝ＤＡＴ
Ａ２＊ＣＬＫ、すなわち伝送すべきデータにタイミング周期の値ＣＬＫを乗じた積であり
得る。



(13) JP 6796064 B2 2020.12.2

10

20

30

40

50

【００８８】
　一例として、値がＤＡＴＡ１＝１０００およびＤＡＴＡ２＝２５０であり、タイミング
クロックの周波数が１ＭＨｚであると考えると、すなわち１μｓの周期で、高位状態の持
続時間Ｔ１は１０００μｓであり、低位状態の持続時間は２５０μｓである。
【００８９】
　図６は、図５のシステムの第１の変調器によって生成されるパルス幅に変調された信号
を表わす。パルスの振幅は、縦座標に示され、時間は横座標に示されている。信号は、高
位状態および低位状態を有し、その持続時間はそれぞれ、タイミング周期ＣＬＫの倍数（
ＤＡＴＡ１、ＤＡＴＡ２）である。タイミング周期を定める第１のタイミングクロックの
パルスは、自由な縮尺で図６の上部部分に表示されている。例えば高位状態の振幅などの
信号の振幅は、上述の通りにそれが第２の機器の第２の変調器２６によって変調され得る
かぎりにおいて、一定にとどまることはないという点を指摘しておくのが適切である。
【００９０】
　より厳密には、図６の伝送信号は、図７に表わされている２進数１０１０のデータＤＡ
ＴＡ３に応じて変調される。この値は、図３に表わされたデータＤＡＴＡ３とは異なって
いる。図６の伝送信号の立ち上がりエッジ上のデータＤＡＴＡ３に応じた変調の同期を観
察することができる。立ち下がりエッジ上の同期も同様に可能と考えられる。
【００９１】
　図５に戻ると、第２の機器２０の一部を成す第１の復調器２２が、その入力２１で受信
した伝送信号からデータＤＡＴＡ１およびＤＡＴＡ２を出力することを指摘することがで
きる。データは、図６の信号の高位状態および低位状態の持続時間をそれぞれ決定するこ
とによって設定される。このために、復調器は、伝送信号の立ち上がりエッジと立ち下が
りエッジを分離するかまたは伝送信号の立ち上がりエッジから立ち下がりエッジを分離す
る第２のタイミングクロック２８のタイミングパルス数をそれぞれ計数するように構成さ
れ得る。
【００９２】
　先に指摘した通り、第２のタイミングクロック２８は、第１のタイミングクロック１８
の周波数と既知の比率の周波数を有する。好ましくは、２つのクロックは、同じ周波数を
有する。
【００９３】
　図８は、電動剪定鋏に対する通信システムの特定の応用を概略的に例示する。
【００９４】
　第１の機器１０は、ポータブル式電動剪定鋏である。この機器は、例えば刃６６の開放
および閉鎖を制御するためにユーザーが操作できるトリガなどの制御インターフェース６
４に接続された主電子ボード６２を含む。刃の開放および閉鎖は、概して、可動刃に対す
る固定刃の枢動によって行なわれる。刃の運動は、図示されていない動力伝達装置により
可動刃に連結された電動機６８によって引き起こされる。例示された実施例において、電
動機は、ブラシレス３相電動機である。
【００９５】
　電子ボード６２は、トリガの位置センサーから信号を受信し、刃の開放または閉鎖の制
御データ、そして場合によっては開放または閉鎖の速度の制御データを設定する。電子ボ
ード６２は同様に、開放または閉鎖の振幅の制御データを設定することもできる。これは
、例えば、先に言及したデータＤＡＴＡ１およびＤＡＴＡ２である。これらのデータは、
前述の第１の変調器１２および第２の復調器５２を含む第２の電子ボード６３に提供され
る。上述のボード６２、６３の機能全体のために、唯一の主電子ボードを備えてもよいと
いう点を指摘しておくことが適切である。
【００９６】
　剪定鋏１０は、さらに、電圧印加、作動モード、バッテリ状態、故障状況などを表示す
ることのできる、例えば１つまたは複数のエレクトロルミネセントダイオードなどの警告
インターフェース７０を含む。
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【００９７】
　警告インターフェース７０は、剪定鋏の図示されていないセンサーによって設定された
データに応じて、または第２の復調器５２により提供され第２の機器２０から受信したデ
ータに応じて、主電子ボード６２によって駆動される。これは例えば、前述のデータＤＡ
ＴＡ３である。
【００９８】
　第２の機器２０は、ベルトまたは背中に担持できる剪定鋏から遠隔の給電ユニットであ
る。この給電ユニットは同様に、主電子ボード８０を含む。このボードの主な役割は、剪
定鋏の電動機６８の供給電流制御を設定することにある。給電ユニットの主電子ボード８
０は、第１の復調器により提供された制御データからこれらの制御を設定する。これは、
例えば電動機６８の回転方向、速度または持続時間をつかさどる前述のデータＤＡＴＡ１
およびＤＡＴＡ２である。
【００９９】
　主電子ボード８０は、同様に、主アキュムレータバッテリー８２により供給されるエネ
ルギーから電動機６８のために供給電流を提供する役目も有する。
【０１００】
　電子ボード８０はさらに、給電ユニットに固有の第２の制御インターフェース８４の制
御を受信することができる。これは例えば、剪定鋏の作動モードの変更を制御するための
、全体的な電圧印加を制御するためのインターフェースである。電子ボード８０は、これ
らの制御を用いて電動機を駆動するか、またはこれらの制御を剪定鋏に向けられるデータ
に変換する。例えば、電子ボードは、全体的電圧印加を表示する、あるいはより大きい刃
の開度設定値を表示する剪定鋏のエレクトロルミネッセントダイオードの点灯を制御する
データを設定することができる。電子ボード８０はこのため、第２の変調器２６に接続さ
れている。剪定鋏に伝送されるデータは、例えば、上述のデータＤＡＴＡ３である。
【０１０１】
　電子ボード８０はさらに、給電ユニット２０にも同様に固有の警告インターフェース８
６を駆動することができる。インターフェース８６は、例えば、ディスプレイ、エレクト
ロルミネッセントダイオード、および／または音響インジケータを含む。警告インターフ
ェース、例えば音響インジケータは、制御の状態、バッテリの状態、作動モード、または
作動に有用なあらゆる情報についてユーザーに警告することができる。主電子ボード８０
とは別の電子ボード８８を、第１の復調器２２および第２の変調器２６のために備えるこ
とができる。これらの機能を、主電子ボード８０に組込むことも同様に可能である。
【０１０２】
　参照番号８９は、主要アキュムレータバッテリー８２とは別のものであってもなくても
よく、かつ電子ボード、ならびに剪定鋏１０および給電ユニット２０のインターフェース
およびさまざまな構成要素に給電することを目的とする、二次的アキュムレータまたはア
キュムレータバッテリーを表わす。
【０１０３】
　ケーブル９０が、第１の機器１０すなわち剪定鋏と、第２の機器２０すなわち給電ユニ
ットを接続する。ケーブルは、好ましくは、図示されていないコネクタによって、第１お
よび第２の機器に接続される。これは、複数の接続電線を含む、多芯の導線を有するケー
ブルである。
【０１０４】
　例示された実施例において、ケーブル９０は、すでに言及された信号の伝送ライン３２
を形成する１本の導線を含む。ケーブルはさらに、主電子ボード８０を電動機６８に接続
して、電動機にその３つの相の供給電流を供給する３本の導線９２を含む。最後に、ケー
ブルは、例えば５ボルトといった、剪定鋏の電子ボードの給電電圧を供給する２本の導線
を含む。これは、図１を参照して言及された電線３４、３５であり、これらはアース電位
および電位Ｖｃｃを構成する。
【符号の説明】
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【０１０５】
　　１０　第１の機器
　　１２　第１の変調器
　　２０　第２の機器
　　２２　第１の復調器
　　２６　第２の変調器
　　３２　伝送ライン
　　５２　第２の復調器
 

【図１】 【図２－４】
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【図５】 【図６－７】

【図８】



(17) JP 6796064 B2 2020.12.2

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  ロペ，ベルナール
            フランス共和国，８４２４０　ラ　トゥール　デギュ，カルティエ　レ　オール，ルート　ドゥ　
            ラ　ボンドゥ

    審査官  原田　聖子

(56)参考文献  米国特許出願公開第２００５／００７８０１９（ＵＳ，Ａ１）　　
              特表２０１１－５２４６７８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０８－２６５３０８（ＪＰ，Ａ）　　　
              欧州特許出願公開第００７８３９９４（ＥＰ，Ａ１）　　
              特開２００７－１４２９１４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００７－５１１９９９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－０６８８０２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭５１－０８１５０２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｌ　　２５／４９　　　　
              Ｈ０４Ｌ　　　５／１４　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

